
参加店舗向け　「秋の有田を満喫！　ありたｄｅお得クーポン券」　Ｑ＆Ａ
●クーポン券発行

1
クーポン券を発行する際、証券会社発行の
金券、商品券、ビール券等の取扱いについ
てどのように計算しますか？

現金、クレジットカード、電子マネー決裁のみの支払いをクーポン
券の発行対象とします。（証券会社発行の金券、商品券、ビール
券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードその他これらに準ずる
ものでの支払も可能ですが、その分はクーポン券の発行対象金額か
ら除きます。）
ただし、佐賀県が実施している「ＳＡＧＡおいし～と食事券2022」
と本事業で発行する「ありたｄｅお得クーポン券」との併用だけが
出来ません。

2
クーポン券をお客様にお渡しする際に各店
舗が行う事は何ですか？

クーポン券の裏面の発行店舗欄に押印（手書きも可）し、切れ込み
が入っていますので、大きいほうをお客様に渡し、小さいほうを店
舗にて保管してください。有田観光協会に提出していただく必要が
あります。

3
店舗押印欄に店舗印（社判）が入らない場
合はどうすればよいですか？

店舗印（社判）押印については、欄外にはみ出しても構いません。

4
クーポン券発行時の領収書等の提出の必要
はありますか？

発行時の領収書等は提出の必要はありません。
各店舗で保管してください。

●クーポン券利用

1
クーポン券を利用される際、証券会社発行
の金券、商品券、ビール券等について併用
しても良いですか？

お客様がクーポン券を利用される際は、証券会社発行の金券、商品
券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードその他これ
らに準ずるものとの併用は可能ですが、佐賀県が実施している「Ｓ
ＡＧＡおいし～と食事券2022」と本事業で発行する「ありたｄｅお
得クーポン券」との併用だけが出来ません。

2
クーポン券をお客様が利用される際の各店
舗が行う事は何ですか？

クーポン券の裏面の使用店舗欄に店舗印（社判）を押印（手書きも
可）しクーポン券を受け取ってください。利用時の領収書（控）に
ついては、有田観光協会に提出していただく必要がありますので、
利用されたクーポン券とともに保管してください。
店舗で利用されたクーポン券の金額を補助金として振り込みます。
利用されたクーポン券の紛失等については、利用されていないもの
とみなす為、大切に保管され、換金の際に提出してください。

3
使用済みクーポン券はどのように取り扱え
ばよいですか？

店舗で利用されたクーポン券の枚数に応じた金額を振り込みます。
使用済みクーポン券は大切に保管され、換金の際に提出してくださ
い。

4
使用済みクーポン券を紛失した場合はどう
すればよいですか？

使用済みクーポン券の紛失等については、クーポンのご利用がな
かったものとして取り扱います。
使用済みクーポン券は厳重に保管くださいますようお願いします。



●クーポン券換金

1 換金する際の必要書類、添付資料は？

①換金請求書
②月計表
③１日ごと以下をまとめたもの
　・日計表
　・クーポン券発行店舗控〈発行時に切り取った小さいほう〉
　・使用されたクーポン券
　・使用された時の領収書（控）

●クーポン券配布

1
当初配布されたクーポン券がなくなった場
合はどうすればよいですか？

有田観光協会にご連絡いただき、追加配布を行います。
ただし、全体の発行状況によっては追加配布できない場合がありま
すのでご了承ください。

2
当初配布されたクーポン券を期間内に発行
できる見込みがない場合はどうすればよい
ですか？

回収を行い、他の店舗への追加配布に利用しますので、有田観光協
会にご連絡ください。

●クーポン券発行状況の報告

1
発行状況の報告はいつまでに行えばよいで
すか？

１１月２３日（水・祝）分までの発行状況を【月計表】にまとめ、
１１月２５日（金）までに有田観光協会あてにＦＡＸ、メール等に
てお送りください。
ただし、明らかに発行期間内に、手元にあるクーポン券の発行が出
来ないと考えられる場合は早めに有田観光協会までご連絡くださ
い。

●クーポン券発行期間の延長

1
発行期間の延長はいつまでに、またどのよ
うに各店舗に周知されますか？

１１月３０日（水）までに有田観光協会ホームページ、有田町役場
ホームページに掲載いたしますので、ご確認いただくようお願いい
たします。

●参加店について

1 参加店への申込みはいつまでできますか？
発券期間中（11/3～11/30）であれば、随時申込みできます。
各店舗が取り扱うクーポン券の枚数にも限りがありますので、出来
るだけ、早めの申込みをお願いします。


